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(単位：百万円）

令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

(実績) (初年度) (第2年度) (第3年度) (第4年度) (第5年度)

3,335 2,795 2,265 2,265 2,044

2,229 2,229 2,265 2,265 2,044

62 540 530 0 155

0 0 0 0 66

62 540 530 0 221

62 540 530 0 155

５年以上長期保有土地の
年度末保有額

2,233

2,327 3,335 2,795

31

当該年度利子・管理費等
（簿価計上分）

年度末保有額　（A）＋（B）－（C） 2,327

時価処分による損益　[（C）に含まれる]

うち土地開発基金による取得額

うち地方債による供用済土地の取得
額

うち地方債による有効利用を目的とし
た土地の取得額

うち公共用先債の弾力運用額

国、その他の地方公共団体等による取
得

民間売却

処分額　（C) 208

設立・出資団体による取得 177

うち一般会計による取得額 177

取得額　（B) 0

2,265

0

区　　分

年度当初保有額　（A） 2,535 2,265

1,070 0 0 0
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（１）計画期間中に処分を予定する土地       令和8年(2026年)3月31日

R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度

1 1 ○
都市計画道路
競馬場高丸線用地
（仁川宮西町）

4

宝塚市が再取得

4
（簿価）

21 R2.10.26 5

－ 2
都市計画道路
競馬場高丸線用地
（仁川宮西町）

58

宝塚市が再取得

58
（簿価）

120 R4.3.26 4

－ 3
都市計画道路
競馬場高丸線代替用地
（鹿塩2丁目）

35

民間へ売却

35
（簿価）

238 R5.9.20 2

2 4 ○
都市計画道路事業
代替用地
（仁川宮西町）

30

民間へ売却

30
（簿価）

211 R1.10.7 6

10 5 ○
市道競馬場高丸線
道路用地
（仁川月見が丘）

155

宝塚市が再取得

155
(簿価)

171 H11.3.31 . 27

（２）（１）以外の土地で、民間活用等暫定的な有効利用を図っている土地

5 6 ○
都市計画道路
中筋山本線用地
（山本南1丁目）

330

宝塚市が再取得

330
(簿価)

1,615 H6.5.9 . 31

6 7 ○
公共施設用地
（湯本町）

257

宝塚市が再取得

257
(簿価)

238 H2.1.18 . 36

7 8 ○
公共施設用地
（栄町3丁目）

313

宝塚市が再取得

313
(簿価)

284 H3.7.12 . 34

9 9 ○
工業団地等整備
用地
（高司4丁目）

87

民間へ売却

87
(簿価)

384 H3.10.1 . 34

（３）令和13年度以降に処分を予定する土地

4 10 ○
都市計画道路事業
代替用地

（千種1丁目）

15

民間へ売却

15
（簿
価）

230 H2.7.12 35

11 11 ○
都市計画道路
山手幹線用地
（武庫山１丁目）

346

宝塚市が再取得

346
(簿価)

210 H2.11.1
4 .

35

12 12 ○
（仮称）武庫山１丁目
公園用地
（武庫山１丁目）

543

宝塚市が再取得

543
(簿価)

550 H2.11.1
4 .

35

13 13 ○
（仮称）大堀川公園
用地
（安倉西３丁目外）

119

宝塚市が再取得

119
(簿価)

1,055 H8.12.1
7 .

29

14 14 ○
都市再開発事業
代替用地
（川面６丁目）

34

民間へ売却

34
(簿価)

532 H1.1.17 . 37

※（2）(3)の土地については、本計画期間中においても引き続き処分可能性を検討していく。

第6次
番号

第6次
番号

令和13年度
以降

令和13年度
以降

処分方針
処分予定

年度

簿価
(処分地点又
は年度末)

保有
年数

令和13年度
以降

令和13年度
以降

令和13年度
以降

令和13年度
以降

令和13年度
以降

処分予
定

価格
（百万

面積
（m2）

取得
年月日

第5次
番号

長
期

資産区分
（所在地）

処分予

定
価格

（百万

面積
（m2）

取得
年月日

保有
年数

令和13年度
以降

令和13年度
以降

保有
年数

第5次
番号

長
期

資産区分
（所在地）

簿価
(処分地点又
は年度末)

処分方針
処分予定

年度

簿価
(処分地点又
は年度末)

処分方針
処分計画 処分予定

価格（百
万円）

面積
（m2）

取得
年月日

第5次
番号

長
期

資産区分
（所在地）

第6次
番号
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《 資 料 編 》 

 

 

１  宝塚市土地開発公社の概要及び業務内容 

 

２  宝塚市土地開発公社経営健全化計画（第 5 次計画期間実績表） 

 

３  宝塚市土地開発公社経営健全化計画（第 5 次計画期間処分状況一覧表） 

 

４  宝塚市土地開発公社保有土地（全体図・位置図・用途地域図・現況写真） 

 

５  宝塚市土地開発公社経営健全化推進検討会設置要綱 
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宝 塚市 土 地 開 発 公 社 経 営 健 全 化 計 画 

令和 8 年度(2026 年度)～令和 12 年度(2030 年度) 



 

資料 1 



　宝塚市土地開発公社経営健全化計画（第5次計画期間処分状況等一覧表） 経営健全化の期間：令和3年度（2021年度）～令和7年度（2025年度）

（２）計画期間中に追加取得した土地

賃料収入

用途 年度 簿価総額
（公社事務費含

む）

1 一般市道新設改良事業用地 梅野町65 457 R3 174 道路用地 － － R6 173 178

－ R4 51 52

－ R5 551 565

－ R6 0.3 0.3

－ R7 3 3

－

3 都市計画道路荒地西山線用地 千種１丁目 56 R4 54 道路用地 － － R6 54 56

4 都市計画道路競馬場高丸線用地 鹿塩２丁目外 0 R4 12 道路用地 － － R6 12 12

5 都市計画道路競馬場高丸線用地 鹿塩２丁目外 1,051 R5 559 道路用地 － － R6 559 572

6
都市計画道路競馬場高丸線
にかかる代替用地取得

鹿塩２丁目 238 R5 35 道路用地 更地 －

7 市道239号線道路改良事業用地 千種１丁目 117 R6 92 道路用地 － － R7 117 119

8 都市計画道路荒地西山線用地 社町外 43 R6 18 道路用地 － － R7 43 44

合計（保有土地追加取得分） 1,620 1563.3 1601.3

R3 676 道路用地 更地2 都市計画道路競馬場高丸線用地 鹿塩２丁目外 1,306

番号 土地区分 所在地 面積(㎡)
公社取得
年度

5年以上長
期保有土地

健全化計画処分方針(第5次計画）
土地の現状

公社処分
年度

処分価格（百万円）
公社簿価
(百万円)

注）

〇令和７年度は新規取得なし

資料3



経営健全化の期間　　令和3年度(2021年度)～令和7年度(2025年度)

　各年度の用地取得・処分・保有計画（上段：計画、下段：実績） (単位：百万円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

(実績) (初年度) (第2年度) (第3年度) (第4年度) (第5年度)

計画 3,065 3,647 3,153 2,987 2,987

実績 3,065 3,530 3,357 3,400 2,535

計画 1,136 672 672 672 672

実績 850 66 594 110 0

計画 554 1,166 672 672 672

実績 267 239 551 973 208

計画 554 1,136 672 672 672

実績 267 239 551 973 176

計画 554 1,136 672 672 672

実績 267 239 551 973 176

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画 0 30 166 0 0

実績 0 0 0 0 31

計画

実績

計画 3,647 3,153 3,153 2,987 2,987

実績 3,530 3,357 3,400 2,535 2,327

計画

実績 118 2

計画 2,481 2,481 2,315 2,315 2,315

実績 2,362 2,231 2,231 2,260 2,233

宝塚市土地開発公社経営健全化計画（第5次計画期間実績表）

区　　分

年度当初保有額　（A） 2,898

取得額　（B) 289

処分額　（C) 122

設立・出資団体による取得 122

うち一般会計による取得額 122

うち土地開発基金による取得額

うち地方債による供用済土地の取
得額

うち地方債による有効利用を目的
とした土地の取得額

うち公共用先債の弾力運用額

国、その他の地方公共団体等による
取得

民間売却

５年以上長期保有土地の
年度末保有額

2,481

0

当該年度利子・管理費等
（簿価計上分）

年度末保有額　（A）＋（B）－（C） 3,065

時価処分による損益　[（C）に含まれる]

資料2
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ＪＲ中山寺駅

宝塚インター

チェンジ

１０

９
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４

２

６

宝塚市土地開発公社保有土地（全体図）

【令和8年3月末現在】

位置図

Ｎ

３
１５

番号

1
都市計画道路

競馬場高丸線用地

（仁川宮西町）

2
都市計画道路

競馬場高丸線用地

（仁川宮西町）

3
都市計画道路

競馬場高丸線代替用地

（鹿塩２丁目）

4

都市計画道路事業

代替用地

（仁川宮西町）

5

市道競馬場高丸線

道路用地

（仁川月見が丘）

6
都市計画道路

中筋山本線用地

（山本南1丁目）

7
公共施設用地

（湯本町）

8
公共施設用地

（栄町3丁目）

9

工業団地等整備

用地

（高司4丁目）

10
都市計画道路事業

代替用地

（千種1丁目）

11

都市計画道路

山手幹線用地

（武庫山１丁目）

12
（仮称）武庫山１丁目

公園用地

（武庫山１丁目）

13

（仮称）大堀川公園

用地

（安倉西３丁目外）

14
都市再開発事業

代替用地

（川面６丁目）
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宝塚市土地開発公社経営健全化推進検討会設置要綱 

 

（目的及び設置） 

第１条 この要綱は、宝塚市土地開発公社（以下「公社」という。）の経営健全化を推進す

るため、宝塚市都市経営会議設置規程第６条第２号の規定により、宝塚市土地開発公社経

営健全化推進検討会（以下「検討会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 検討会は、公社の経営健全化の推進に関する事務を所掌する。 

（組織） 

第３条 検討会は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長には企画経営部次長（総括担当、政策推進担当及び秘書・広報担当次長）を、委員

には別表に掲げる者をもって充てる。 

３ 会長は、検討会を代表し、会議の議長となる。 

（会議） 

第４条 会議は、会長が必要に応じて招集する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、検討会の構成員以外の者を会議に出席させ、意見

を聞くことができる。 

（事務局） 

第５条 検討会の事務局は、企画政策課が行う。 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成１６年４月１９日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

資料５ 
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この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

 

別表（第３条関係） 

 総務部    総務部次長（総括担当及び行政管理担当） 

 総務部    総務部次長（経営改革担当） 

 都市整備部  都市整備部次長（施設マネジメント推進担当） 

 企画経営部  企画経営部課長（政策推進担当） 

 企画経営部  財政課長 

 総務部    総務部課長（経営改革推進担当） 

 総務部    管財課長 

 都市整備部  施設マネジメント課長 

 


